
 

 

公     告 

 

 

一般競争入札を次のとおり行うので、西条市契約規則（平成１６年西条市規則第４４号）

第６条の規定に準じて公告する。 

 

 

令和 ５年 ８月１６日 

                          

社会福祉法人 青葉会 

理事長 越智 一廣 

 

第１ 入札に付する事項 

１ 工 事 名  みどり保育園新築工事 

２ 工 事 場 所  西条市 喜多川 字梅ヶ須賀 762 番 3、763 番 6、763 番 7、764 番 1、 

          764 番 3 及び 764 番 4 

３ 工 事 概 要  みどり保育園新築工事を行う。 

          本体：木造２階建て 延床面積 734.32 ㎡ 

          屋根：ＧＬカラー鋼板 外壁：防火サイディング 

          上記建物の建築主体工事一式、設備工事一式 

４ 完 成 期 限  令和６年３月２０日 

５ 予 定 価 格  ２７１，３５９，０８０円（税抜２４６，６９０，０７３円） 

６ 最低制限価格  設定あり 

 

第２ 入札方式 

１ 本案件は、紙入札方式により執行する。 

 

第３ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

次に掲げる事項に該当する者とする。 

１ 令和５・６年度西条市入札参加資格を有すること。 

２ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

３ この入札の公告の日から落札者の決定までの間に、西条市建設工事入札参加資格停止措

置要綱（平成２８年西条市訓令第１０号）に基づく入札参加資格停止措置を受けている期

間中の者でないこと。 

４ 破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産の開始の申立て、会社更生法（平成１

４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法（平成１１年法律第２



２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと（会社更生法の規定

による更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除

く。）。 

５ この入札の公告日において、西条市内に主たる営業所（本店）を有する者であること。 

６ 建築工事業について、建設業法（昭和２４年法律第１００号）に基づく特定建設業の許

可を受けている者であること。 

７ 建築一式工事について、西条市建設業者格付事務取扱要領（平成１６年西条市訓令第３

３号）第３条の規定による通知（令和５・６年度に係るもの）の格付がＡ等級の者又はＢ

等級の者であること。 

８ 建築一式工事について、建設業法第２６条による技術者を施工現場に専任で配置できる

者。ただし、建設業法第２６条第２項に該当する場合は、監理技術者を施工現場に専任で

配置できる者であること。 

９ この入札の公告日から起算して、過去１５年間に完成し、引渡しが完了した国又は地方

公共団体が発注した「建築一式工事」を元請けとして施工した実績を有する者であること。

ただし、特定建設工事共同企業体の構成員としての実績は、出資比率２０パーセント以上

の場合に限る。 

１０ この入札に参加しようとする他の入札参加者との間に、資本関係又は人的関係がない

者であること。 

１１ 配置予定技術者は、建設業法第７条第２号及び第１５条第２号に定められた技術者（営

業所専任技術者）と重複していないこと。また、この入札の開札日以前に直接的かつ恒常

的な雇用関係が３か月以上継続していること。 

 

第４ 入札参加資格審査申請について 

入札に参加しようとする者は、あらかじめ入札参加資格の有無についての審査を申請し、

理事長の確認を受けることを要する。 

１ 入札参加資格の審査を受けようとする者は、次の書類を各１部提出すること。 

(1) 一般競争入札参加資格審査申請書（様式１） 

(2) 主たる営業所（本店）の建設業許可のわかる書類の写し 

(3) 配置技術者予定表（様式３） 

(4) 配置予定技術者の技術検定合格証明書の写し 

(5) 監理技術者を配置する場合は、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証の写 

し（監理技術者資格者証の裏面に講習修了履歴が貼り付けられている場合は、当該講 

習修了証の写しは不要とする。） 

(6) 配置予定技術者の雇用を証明する書類（健康保険証等の写しを提出する場合は、被 

保険者記号・番号、保険者番号にマスキングしたものを提出すること。） 

(7) 工事施工実績表（様式４）（コリンズ等証明できる書類の写しを添付すること。） 

(8) 令和５・６年度西条市入札参加資格審査申請に添付した経営事項審査結果通知書の 

写し 



(9) 特例監理技術者の配置について本案件は、建設業法第２６条第３項ただし書の規定 

の適用を受ける監理技術者（特例監理技術者）の配置は認めない。 

２ 受付期間 

令和５年８月１６日（水）から令和５年８月３０日（水）までの月曜日から金曜日の

執務時間中(午前９時から午後５時まで)に必要書類をみどり保育園に持参等で提出す

ること。 

３ 入札参加資格審査申請に必要な各様式は、みどり保育園ホームページ内で公開するの

で、ダウンロードして使用すること。 

 

第５ 入札参加資格の確認について 

１ 確認の通知 

令和５年９月４日（月）までに、電話連絡の上、一般競争入札参加確認書を交付する

ことにより行う。 

２ 受付期間内に入札参加資格審査申請を行わなかった者は、入札に参加できない。 

３ 入札参加資格を審査し、その資格がないと認められた者は、入札に参加できない。 

４ 入札参加資格の確認後、入札参加資格を有するとの確認を受けた者が、第３で定める

要件のうち、いずれか一つでも該当しなくなったときは、入札に参加できない。 

５ 入札参加資格審査申請受付期限の翌日以降は、真にやむを得ない場合を除き、配置予

定技術者の変更・差換え等を認めないものとする。 

 

第６ 設計図書等の閲覧に関する事項 

１ 当該工事に係る設計図書等の閲覧について 

みどり保育園において、令和５年８月１６日（水）から令和５年８月３０日（水）ま

での執務時間中に閲覧に供する。 

２ 設計図書等に関する質問について 

当該設計図書等に関し質問がある者は、みどり保育園へ設計図書質疑応答書（様式５）

を提出することができる。 

(1) 設計図書質疑応答書（様式５）を提出する場合の提出期間は令和５年８月１６日（水） 

から令和５年８月２５日（金）までの執務時間中とする。 

(2) 質問に対する回答は、令和５年８月１６日（水）から令和５年８月３０日（水）ま

での執務時間中にみどり保育園において閲覧に供する。 

 

第７ 契約条項の閲覧に関する事項 

契約条項は、みどり保育園において閲覧に供する。 

 

第８ 現場説明 

現場説明会は行わない。 

 



 

第９ 入札方法 

１ 紙入札方式 

(1) 入札書及び工事費内訳書を第１０に定める日時及び場所に持参すること。 

(2) 入札書は西条市建設工事等入札者心得(電子入札以外の案件用)(平成２８年西条市

制定)様式第１号を使用し、入札金額を記載すること。   

  (3) 工事費内訳書の様式は、自社様式又は西条市建設工事等入札者心得（電子入札以外

の案件用）の簡易版を用いる場合は、指定様式と同一内容が掲載されたものとするこ

と。 

(4) 入札書及び工事費内訳書はそれぞれ別の封筒に入れ、それぞれの封筒には「入札 

 件名」、「入札参加者名」及び「入札書」又は「工事費内訳書」を記載すること。 

２ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当

する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り

捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税業者であるか免

税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額

を入札書に記載すること。 

３ 入札執行回数は、１回とする。 

４ 入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法

律第５４号）等に違反する行為を行ってはならない。 

５ 当該工事の一般競争入札参加確認書の交付を受けなかった者は、当該入札には参加で

きない。 

６ 提出書類に虚偽の記載がある場合は、契約を解除することがある。 

７ 入札参加者（入札書の提出があった者。以下同じ。）がいない場合は、入札の執行を中

止する。なお、本案件は、入札参加資格審査申請をした者の公表は行わない。 

 

第１０ 入札の日時及び場所 

入札日時：令和５年９月８日（金）  １５時００分～ 

入札場所：西条商工会議所 ２階 小会議室 

 

第１１ 入札保証金及び契約保証金 

入札保証金については、西条市契約規則第１９条により免除する。 

契約保証金については、西条市契約規則第４７条、第４９条及び第５０条に定めるとこ

ろによる。 

 

第１２ 最低制限価格制度 

  入札価格が最低制限価格を下回った入札は失格とする。 

   最低制限価格の計算方法 

 



   直接工事費×０．９×０．９７＋共通仮設費×０.９ 

＋（直接工事費×０．１＋現場管理費）×０.９＋一般管理費×０.６８ 

   ただし、上記計算式により得た額が、予定価格（税抜き）に１０分の７．５を乗じて

得た額に満たない場合は１０分の７．５を乗じて得た額（円未満切捨て）とする。 

 

第１３ 入札の無効に関する事項  

次に掲げる入札は無効とする。 

１ 第３で定める資格要件を満たさない者が行った入札 

２ 入札参加資格審査申請に必要な書類について虚偽の記載をした者が行った入札  

３ 入札事項の明示がない入札 

４ 押印のない入札。ただし、押印を省略するために担当者名、連絡先を記載したものは

この限りでない。 

５ 金額を訂正した入札 

６ 誤字又は脱字により意思表示が不明確な入札 

７ ２通以上の入札 

８ 提出された入札書と工事費内訳書の金額が異なるとき。 

９ その他入札に関する条件（西条市契約規則及び西条市建設工事等入札者心得等）に 

違反した入札 

 

第１４  契約に関する事項 

１ 本案件の契約に関して、契約書の作成を要する。 

２ 落札した者が、落札者決定時から契約締結までの間に入札参加資格を喪失した場合又

は入札参加資格停止を受けた場合は、契約を締結しない。 

 

第１５ 契約金の支払方法 

１ 前金払 

本案件は、前金払制度を適用し、公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７

年法律第１８４号）第３条の規定による登録を受けた保証事業会社の保証を受けた場合

には、請求により請負金額の１００分の４０以内の前払金を支払う。 

２ 中間前金払及び部分払 

本案件は、中間前金払制度及び部分払制度を適用し、契約時に落札した者が選択する。 

 

第１６ その他 

１ 下請けを使用する場合は、極力市内業者を使用すること。 

２ 第１から第１６までに定めるもののほか、西条市契約規則に定めるところによる。 

３ 郵送については、郵便書留等にて配達の記録が残るものを必ず利用すること。 

４ 本案件は、第９の２にかかわらず、消費税率については、引渡し時点における消費税

法（昭和６３年法律第１０８号）及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の施行内



容によることとし、必要に応じて、引渡し時点における消費税率を適用して契約を変更

するなどの対応を行うこととする。 

５ この入札についての問合せ先 

みどり保育園（西条市喜多川７６４番地１） 

電話 （０８９７）５５-２７８０ 

 


